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                                    午後1時35分開会

【会長】　　それでは、ただいまから第３期の東京都生涯学習審議会全体会の第７回
の会議を開催いたします。
　全体会といたしましては、昨年の１０月１９日以来の開会となりますが、この間、１月
２５日に拡大専門部会を、また３月８日に専門部会を開会いたしまして、内容的にも煮詰
まってまいりました。
　本日は、前もって皆様にお送りしてあります「提言に向けた素案」に沿いまして審議を
深めていただき、素案として固めたいと思います。後ほどご説明いたしますが、１月の拡
大専門部会で確認させていただきましたとおり、この提言に向けた素案を都民の方々に情
報提供としてお示ししたいと考えております。
　では、初めに、１月に開催いたしました拡大専門部会以降、提言に向けた素案について
お寄せいただきましたご意見の取り扱いについて、部会長からご報告いただきたいと思います。お願
いします。
【部会長】　　皆様、こんにちは。ちょっとのどを痛めておりまして、お聞き苦しい
かと思いますが、専門部会長としまして、前回行いました拡大専門部会以降の経過につき
ましてお話をしたいと思います。
　専門部会のほうで議論を重ねておりましたものを受けまして、拡大専門部会でまた広く
ご意見をいただいたわけですが、それ以降、私のほうからお願いしましたことを受けとめ
てくださいまして、委員の皆様からは率直にいろいろご修正の意見ですとか、新たなご提
言などをいただきまして、ありがとうございました。お礼を申し上げます。
　お寄せいただきましたご意見等の取り扱い、そして、最終的な建議の案のまとめにつき
まして、３月８日に専門部会を開きました。そこで、事前に皆様に送らせていただきまし
たような形にまとまるような様々なご意見をいただきました。従いまして、前回の拡大専
門部会以降、大きく変わっている部分がございますので、それを含めましてポイントを簡
潔にご報告したいと思います。
　そもそもこの審議会というのは、東京都の生涯学習の振興に関しまして、長期的な展望
に立って、広い視野から検討するために置かれているものです。１期、２期は、具体的な
都からの諮問の内容があったわけでございますが、今期は、私たち審議会の委員がどのよ
うなテーマを検討することが東京都の生涯学習行政において必要であるかというような観
点から議論をしたわけでございます。
　そのときに大きく掲げられましたのが、「生涯学習と社会参加」ということでございま
したけれども、皆様の問題意識、それから、委員の方のレポートなどを踏まえまして、も
う少し狭くしたほうがいいということで、今日、案文の審議テーマに掲げてありますよう
に、「都民の地域社会づくりへの参画と生涯学習のあり方」という副題をご承認いただけ
るような形で焦点を狭めてきたわけでございます。
　この趣旨から内容を、より都民の地域社会づくりへの参画と生涯学習についての具体的
提言を含むものにしようということで大きく盛り込みましたのが、まず、目次を見ていた
だくとよいかと思うのですが、構成としましては、「新しい社会システムと地域社会づく
り」という第１章、そして第２章として「地域社会づくりへの参画と生涯学習の役割」と
続きまして、特に第３章の「都民の地域社会づくりへの参画の現状と課題」につきまして
は、より具体的な事例や内容と関連づけることによって実態がわかりますように、第３章
以降をお開けいただきますと、区市町村や地域、或いは企業などの取り組みの事例、或い
は都の事業に関連する調査データなどを囲みで挿入することにより、より具体的な事例が
実態の説明の中身と関連づけられるようにさせていただきました。それが大きく変更して
いる箇所としての第１点です。
　第２点でございますが、これもまた前回の専門部会におきまして議論されたことでござ
いますが、後ほど詳細をご紹介させていただきますけれども、委員のほうから、生涯学
習にかかわるオンブズマン制度の創設についての提言を審議会あてにいただきました。そ
れにつきまして、専門部会のほうでは、今回の建議でどのように取り扱うかということに



ついても検討させていただいたのですが、そこに込められているご趣旨というのは、必ず
しもオンブズマン制度の創設という帰結に至らなくても、もう少し私たちの扱っている内
容の中で具体的に生かせないかというような観点からご意見が出されました。
　そのうちの１つが、社会教育委員への期待ということでございます。或いは、それに関
連しまして、社会教育関係団体についての取り扱いについても議論がされました。これは
むしろ、今日、配られております「第１１回専門部会委員意見等の概要」の方を見ていた
だいたほうがわかりやすいかと思うのですが、その３ぺージでございます。３ぺージの●
の２番目でございますけれども、社会教育委員の会議の活性化を、住民のこういう社会参
加型の生涯学習を促進できるような機能をきちんと果たしなさいとか、果たすことが望ま
しいとかということを提言することが必要ではないかというようなことが議論されました
し、また、４番目の●になりますが、社会教育法で言うところの社会教育関係団体との関
係についても、もう少しきちんと議論すべきだというふうな意見も出されました。
　これは、私どものテーマであります地域社会づくりにおける参画と生涯学習の関係をき
ちんと考えるときには、もちろん、新しい制度を検討していただくことも重要ですが、今
ある制度をより有効に活力あるものにしていくということが大切ではないかというような
ことに専門部会としてもより気づきがあったわけでございます。
　そういうことを踏まえまして、第４章におきましては、社会教育委員への期待の問題に
ついて、２３ぺージのところでございますが、盛り込ませていただきましたし、また、６
の総合的な施策の展開というところには、より住民が地域社会づくりを進めることが大切
であり、生涯にわたって学習していくことが重要となるけれども、それについては、行政
に対する施策提言がもちろん重要な柱となるんですけれども、住民の力に期待することが
大きくなるということを改めて明示させていただきまして、その上で、特にこれからは総
合的な施策の展開が必要である。これについては、まだまだ審議会では具体的な中身まで
議論できる段階になっておりませんので、最後に問題提起としてまとめさせていただいた
わけです。
　前回の拡大専門部会以降、充実させていただきました、或いは変更させていただきまし
た主たる箇所は、今ご説明したとおりです。
　次に、お寄せいただきましたご意見等の取り扱いについてご報告したいと思います。
　多くの皆様から、修文を含めまして、非常に細かいご指摘や、或いはかなり理念的に係
わるご指摘まで、多岐にわたるご提案をいただきました。それにつきまして、その取り扱
いを３月８日の専門部会では議論させていただきましたが、特に事務局サイドや、私・会
長サイドで修文することによって反映できない、基本的に全体の審議会委員の皆様に合意
をいただかなければならない点につきまして、まずは専門部会で議論をさせていただきま
した。
　その１つが、外国人の表記についてでございます。これにつきましては、議事録「第１
１回専門部会委員意見等の概要」の１ぺージ目に、その議論で出されました意見が列挙さ
れておりますけれども、日本におきましては、とりわけ在日韓国・朝鮮人の方など、日本
特有の歴史的な流れの中で、既に長期間、日本に住んでいる外国人の方がいらっしゃいま
す。あわせて、最近では難民の方も含めまして、より良い言い方かどうかわかりませんが
、一般にはニューカマーと呼ばれる外国人の方がいらっしゃいます。
  　委員のほうから、外国籍住民と表記してはどうかというご提案を前回の拡大専門部会
でいただきました。これにつきましては、少し庁内のほかの部門で外国人を対象にした施策を講じて
いらっしゃるところの表現であるとか、或いはもう少し広く専門部会で検討して取りまとめたいとい
うことで、専門部会で再検討させていただきまして、これにつきましては、私も専門部会長として調
べさせていただきまして、例えば外国人住民という表記であるとか、在住外国人という表記が、どち
らかといえば中立的な表記になるけれども、歴史的な事情等踏まえれば、外国籍住民という表現のほ
う、或いは外国籍市民というような表現もある。
　しかしながら、最近増えてまいりました無国籍の外国人の方を「外国籍」と表記すると
排除することになるのではないか。或いは、例えば外国人の方であっても、いわゆる「帰
化」されて日本国籍を得られた方の場合には、外国籍住民とは言えないけれども、やはり
異文化の中での経験をお持ちですから、私たちとしては謙虚にこうした方の意見も承りた
いというようなこともございますので、より広い表現として、「外国人住民」というよう
な表現を提案させていただいたわけですが、専門部会では、さらに議論がございまして、
よりわかりやすく外国人の方に関する問題を生涯学習の分野で検討するには、「在住外国
人」という表現が良いのではないかというような意見にまとまりました。
　これにつきましては、専門部会での取りまとめでございますので、また全体会のほうで
もご確認いただければありがたいと思います。
　また２点目は、　委員から、生涯学習オンブズマン制度の創設についてのご意見がござ
いました。これはお手元に配付されていると思います。ちょうど今日はご参加でございま
すので、言及していただければと思いますが、私たちの専門部会の意見としましては、１
ぺージ以降書かせていただきましたけれども、今回の建議が諮問の内容からこの審議会で
検討してまいりました。そのプロセスで、必ずしも表決をとってはいないんですけれども
、私は副会長としても、専門部会長としても、できる限り幅広く皆様のご意見が反映され
るような建議に持っていくべきであるということで内容を整理させていただきましたので
、その意味では、地域社会づくりへの参画というところで建議の内容が絞り込まれてまい
りました。
　そういうことから考えますと、オンブズマン制度の創設については、かなり生涯学習振
興の理念的な問題、或いは新規の制度の創設のことでございますので、きちんと生涯学習
審議会の全体の議論を踏まえて提案させていただかないといけないと思うのですが、専門
部会としての責任範囲では、直接的に反映するというところまでまいりませんでした。
　従いまして、今期の建議の内容として、事前に皆様に配らせていただいたものの中には
、オンブズマン制度の創設は組み込まれておりません。これにつきましても、全体会でご
議論いただいた上で、また反映をさせていただける形があればと思っております。
　具体的には、細かい表現でございますけれども、第４章を開けていただきますと、その
最初のところに、まさに基本的な理念でございますけれども、「生涯学習を推進していく
ためには、住民や地域の意見を施策に十分反映していくことが大切である」という表現は
明記させていただきましたのと、先ほどと説明が重なりますけれども、既存の社会教育に



おける重要な、　委員がご提案のような中身について現状で役割を担っている社会教育委
員の制度をよりきちっとしていくというようなことが重要ではないかということで、反映
をさせていただいたわけでございます。
　また、全体の流れとしまして、私たちの社会参加と生涯学習に関しましては、当初、も
ちろん、就業も参加ではないかとか、いろいろ幅広く参加をとらえる議論がございました
後を受けて、かなり焦点を「地域社会」づくりというところに絞ってまいりました。その
意味で、ひょっとしましたら、委員の皆様の中には、もう一度焦点を集めたプロセスを振
り返っていただきませんと、建議の焦点が、副題にありますところに、特に施策提言等に
つきましては絞られ過ぎているのではないかというようなご感想があるかもしれません。
けれども、専門部会を代表する立場としては、ご理解をいただきたいのは、この副題にあ
ります内容につきましても、この全体会で何度か確認をしながら進めさせていただきまし
たので、その意味では、当初ご議論いただきましたような、幅広の大所高所からのご議論
を施策に結びつける段階で、かなり焦点が集められてきた形になっております。
　そのような経過につきましてご理解いただいた上で、今日の素案につきまして、さらに
ご意見をいただければと思います。
　特に専門部会の委員の方に感謝とお願いがございます。１つは、今日付の素案につきま
して、皆様のご努力、ご協力に感謝いたしますとともに、いよいよ大詰めになってまいり
ましたので、一般的には、全体会におきましては、今日は拡大専門部会ということですが
、専門部会の委員の皆様は発言を遠慮されると。つまり、素案づくりにかかわっているの
で、発言を遠慮されるということもあるかと思いますが、いよいよ煮詰まってまいりまし
たので、建議のより良いものに向けて、専門部会の委員の皆様にも、この場で率直にご意
見をいただいたほうがよろしいのではないかなと思いますので、それもお願いを申し上げ
たいと思います。
　以上で、個別具体の各部につきましては、皆様、事前に、今日に近い段階でお送りした
ので申しわけないんですが、お読みいただいたということで、逐一ご説明はいたしません
けれども、むしろ審議の時間を長くとっていただきまして、ご意見、ご提案をいただけれ
ばと思います。
　以上です。
【会長】　　ありがとうございました。
　それでは、ただいまから、今報告していただきましたこと並びに審議資料「提案に向け
た素案」につきましてご意見をいただきたいと思います。どうぞ、どなたからでもご発言
をお願いします。
【委員】　　私の提起した問題と、あと、全体のこの中身も含めてよろしいというこ
とですか。
【会長】　　どうぞ。
【委員】　　１つは、外国籍市民という表現ですけれども、部会長にもご配慮いただ
いて、事務局の方からも説明もいただきまして、ただ、専門部会の論議の中で、ちょっと
理解できない点もございますので、幾つか提起をさせていただきたいんですけれども、外
国籍市民じゃなくて、在住外国人という表現のほうがいいという理由の中で、１つは、無
国籍の方がいらっしゃるという話も出ました。これは事実でございまして、例えば法務省
の調べでも、多分、現在の段階で、全国で２, ０００人から２, ５００人ぐらいの無国籍
者の方がいらっしゃるというふうに聞いております。東京でも多分、３００とか４００と
かいう数字になると思うんですけれども、もしそのことを強調というか、理由として出さ
れるならば、外国籍及び無国籍の市民という表現でも構わないんではないかというふうに
思うわけです。
　それともう一つは、他の部署で使われているとか、或いは今までそういう使われ方をし
ているというのは、いわゆる前例踏襲主義というか、私も役人の経験がありますので、こ
ういう難しい問題になると、ほかはどう使っているんだとか、或いは今までどういうふう
に使われているのだということで、一番無難なところに落ち着かせるというのがよくある
手法ですけれども、この素案の中でも書かれていますように、この５年、或いは１０年ほ
どの中で、世界的に、或いは日本の経済社会状況が非常にドラスチックな変化を遂げてい
る中で、新たな組み立てで生涯学習も考えていかなくちゃいけない。そういう意味でも、
私は、ほかで使っているからとか、今まで使われているとかというような言い方で無難な
ところに落ち着かせるというのは問題ではないかというふうに思います。
　或いは、この中では、外国籍住民というのは気になるとか、或いは中立的表現というよ
うなことが言われていますけれども、中立的表現というのは何が中立的なのかよくわから
ないのですけれども、こういうのは私は理由としては納得できない。
　ただ、ご指摘の中で、国籍という言葉にこだわらないほうがいいんじゃないか。これは
一つ私も、外国籍市民という言葉を使った場合、いかがなものかというのも多少あるんで
すね、私の中にもね。
　それともう一つ、部会長のほうからも言われたように、例えば帰化された方たちが日本
国籍であるけれども、異文化を持っている。そういう形の対応なども考えた場合、国籍と
いう表現ですべてくくれるのかどうかというのは問題もありますので、これは一つ考える
必要があるかなというふうに思います。
　ただ、私が前回も主張したんですけれども、日本の中で外国人という表現が使われる場
合は、非常に排他的な側面も持っている。それは英語で例えばフォーリナーとかエイリア
ンとか言う場合も、一義的には外国人でありますけれども、その後には、よそ者という意
味がつくわけでありまして、そういう意味では、外国人という言葉でくくった場合は、先
ほど言われた歴史的な経過も踏まえて、やはり問題があるのではないかというふうに思っ
ております。
　そういう意味では、どこの国から来ていても、市民としてきちんと権利を持っていて、
保障するんだという意味で、市民という言葉でくくるということを特に生涯学習という上
ではきちんと踏まえていただきたいというふうに思うんです。
　そういう意味では、国籍出身というよりも、むしろ、例えば私は山形出身だとか、私は
沖縄出身だ、私はブラジル出身だ、私はフィリピン出身だというようなことで、同じ市民
という共通性を持つべきであって、そういった考え方でなければ、共生、或いは共存とい
う意味での、これからの国際化が進む社会の中では、生涯学習はずっと問題を引きずった



ままでいってしまうんではないかというふうに思っておりますので、ぜひ、このことをも
う一回、専門部会の中で改めて論議をしていただきたいというふうに思います。
　申しわけないんですけれども、ほかで使っているからとか、或いは表現が気になるとか
、或いは中立的表現に収めようとかいうようなことで決して収めてはいただきたくないと
いうことを申し上げたいと思います。
　それとあと、内容でありますけれども、ここの中の６ぺージのところになるんですが、
参加へのきっかけづくりというのがございますね。これは読んでいくと、現状認識、要す
るに現状がこうであるという問題と、こういう問題があるから、こうすべきだという課題
提起の問題とごちゃまぜになっているので、これは整理をしていただきたい。現状を分析
するんだったらば、現状分析だけをきちんとした上で、課題提起は課題提起というふうに
していただきたいというふうに思います。
　それと、２２ぺージですけれども、生涯学習関連機関などの提携の中で、「そのため、
今後は、企業、商工会議所、青年会議所、ライオンズクラブ、ロータリークラブなどに幅
広く呼びかけて事業展開をしていく」と書いてありますが、何が幅広いのか全く理解でき
ません。ご存じのように、商工会議所は企業の責任者の集まりですし、青年会議所もほぼ
同じような構成になっております。ライオンズクラブもロータリークラブも、そういった
方たちを中心としたボランティア的な要素を持った組織だというふうに聞いております。
　もし具体的に書かれるならば、こういうことじゃなくて、例えば企業以下は１つにくく
 れるわけですから、企業、労働組合、あるいは地域組織     これは自治会や町会、或いは
ＮＰＯ、ＮＧＯなどの団体、障害者団体というようなことをいろいろ具体化して幅広く呼
びかけるんだったらば理解はできます。そうでないのならば、すべて消して、「幅広く諸
団体に呼びかける」というように表記するならしていだたくということで、これは全く一
部に偏った幅の狭い考え方でありますので、これは訂正をしていただきたいというふうに
思います。
【会長】　　ありがとうございました。
　今の外国人の取り扱い、在住外国人という形で専門部会では取りまとめたわけですが、
今、問題提起をさらに　　委員からございましたけれども、いかがでしょうか。
【委員】　　補足します。私は東京生まれ、東京育ちで、３代続いた江戸っ子なんです
けれども、３代続いていると言うと、あなたは立派な日本人だとよく言われます。それか
ら、ちょっと何か日本の問題を言うと、おまえは韓国人、もしくは朝鮮人なんだから帰れ
というふうに言われます。つまり、日本人であると言うときは非常に褒め言葉として使わ
れるんですね。外国人、外国籍であるということは、絶えず排除や追放の対象として使わ
れるわけです。私は、外国籍住民の定義についていろいろ話すのと同時に、日本人て、ど
こからどこまでなのっていうことがわからないんですね。私と小錦が並んだら、どちらが
日本人に見えるのかとか、国籍を持っているから日本人なのかと。国籍とか民族とか、そ
ういったものを非常にごっちゃまぜにしてしまって、それで序列をつけているような感じ
がするので、そこの整理はきちんとしていただきたいなと思っています。
　それにあわせて、２ぺージのところで、幾つか気になることだけ申し上げたいと思いま
す。
　まずは、最初のブロックで、新しいライフスタイルと地域社会。例えばこの中で上から
６行目、「従来、家族や地縁社会で解決してきた子育てや、高齢者や病人、障害者の介護
、防災、防犯といった問題への対処が十分にできなくなってきている」云々と書いてあり
ますが、これは多分、私の日本語の読解力が足りないのかもしれませんけれども、非常に
良かったものが今悪くなってきたというような書き方に見えます。私は、過去の地縁社会
とか家制度というものが、だれにとって良かったのかということはあったとしてみても、
非常によかった部分と悪かった部分があると思っていますので、一概に過去回帰みたいな
形の表現の仕方はちょっと考えていただきたいなと思っています。
　それから、真ん中のところにいきます。○のブロックで言うと４番目です。「自己開発
的な余暇活動や」云々と書いてあります。「個人がその個性を最大限に発揮し、生き生き
と生活を送ることができる」という男女共生社会が求められているとありますが、私はこ
こに「権利を自覚し」ということを入れていただきたいと思います。個性を最大限に発揮
する前に、権利を自覚する。私にはどういう権利があるのだということの自覚が前提にあ
って、次に、能力を発揮する社会があると思いますので、その自覚や認識というものが、
私はこの社会の課題であると思いますので、そういったことも触れていただきたいと思い
ます。
　それで、そのまま一番下の○にいきます。「男女を問わず、心身障害の有無によらず」
とありますが、これは、国籍、在留資格を問わずというような形の、どうせ書くのである
ならば、ほかのところの文面、後ろの文面は、そういった形でかなり広い意味でとらえて
いるんですけれども、最初の冒頭で「男女を問わず」というような形になると、少し足し
ていただきたいなと思います。
　それから、男女という表記の仕方、世の中には男と女だけなのかという疑問が私はいつ
もあります。身体的な性と、肉体的な性と、精神的な性と、いろんな性があります。私は
、健康な完成された、精神も肉体も社会的な性も男であって、それから、完成された精神
も肉体も社会的な性も女である人たちを基準にした物づくりや表現の仕方は、これから先
はやらないほうがいいと思っています。そうでない人たちがたくさんいるという現実があ
りますので、少しそこら辺も、言葉というのは大きな意味を持ちますので、考えてほしい
なと思っています。
　あとは、最後のときに少し自分の出した提案については語らせていただきたいと思いま
す。
　以上です。
【会長】　　　　いかがでしょうか。今の　　委員の提起された問題、専門部会というお
話があったのですが、なるべくここで決めておきたいと思いますので。　　委員からは、
従来の使用は安易だというお話があったのですが、公文として出す場合に、あまり齟齬が
あってはいけないということもありまして、こういう形でまとめたほうがベターじゃない
かというふうになったわけなんで、必ずしも安易だというわけではないんですが、いろい
ろ議論した結果、こういう形で専門部会では取りまとめさせていただいたということでご
ざいますので、ご了解願えればと思いますが、いかがでございましょうか。



【委員】　　　　私、安易というふうに言っているんじゃなくて、要するに、納得できる
理由がきちんとしていれば、それはいいと思うんですけれども、私が提起した問題につい
ても、一定受けとめていただく面もかなりあるというふうに思うんですよね。ただ、私が
言ったのは、表現が気になるとか、或いは中立的表現というのは、何をもって中立的表現
なのかよくわからないんですけれども、だから、そこに収めようという、いわゆる無難な
表現で収めようというのは、ちょっといかがなものかと。
　盛んにいろいろ社会状況も変わって、新たな方向を目指さなくちゃいけないという意味
も含めた提案がされているわけですから、やっぱり直すべきところは直していくというこ
とが必要なのではないかというふうに言っているということなんです。ですから、私の提
起している問題があまりよくないと。或いは、こちらのほうが明らかにいいということが
理由として出されていれば、それは私も納得するんですけれども、何とか無難なところに
落ち着かせようみたいな論議では、ちょっとそれはいかがなものでしょうかということを
言っているわけですね。
　先ほど　　　からもありましたけれども、どこまで日本人なのか、どこまで外国人なの
か。特に最近は、いわゆる外国籍の方と日本人と結婚して、子供がたくさん生まれている
わけですね。そういう国籍を越えた結婚というのは、東京では大体８％いらっしゃるわけ
ですよ。要するに１２人に１人は日本人同士の結婚じゃないわけですね。そういった意味
で、そういうことも含めた国際化が進んでいるわけですから、そういうことも頭に入れて
生涯学習の組み立てを考えていただきたいということを主張しているということなんです
ね。
【部会長】　　　　　　委員に誤解を解いていただきたいんですが、私たちは自由闊達な
議論を専門部会でさせていただいているのは、この全体会と同じです。従いまして、議事
録につきましても、そのまま各委員の方のご発言を列挙させていただきました。ここでこ
の発言を言った方がどなたかは申し上げませんけれども、その方の発言を私はとめる気持
ちはありませんし、議事録で反映させているところで、その場にいらっしゃらない、議事
録をお読みになって、大分はしょって書いてありますので、その表現の中で外国人の問題
に関して理解がないまま、少し不用意な発言ではないかというご指摘をいただき過ぎてし
まうのはちょっと残念でございまして、このあたりは、より寛大にご理解をいただきたい
と。そうでなければ、専門部会の委員の口が閉じてしまいます。ですので、その辺はご理
解いただきたいというのが１点です。
　それからもう一点は、　　　もおっしゃったように、外国人という言葉を使うことをわ
ざわざしなければいけない現状に私たちがいるわけですよね。本来は、外国人、日本人と
いうような分け方とか、私の嫌いな表現ですが、よく「我が国においては」というふうに
言うんですね。我が国って、どういう国だろうかって思いますが、そういうような表現が
ありますよね。私たちの人権意識の中に、まだ十分熟していないところがありますので、
あえて具体的な生涯学習のことを議論するときにも、外国人の方においても、機会が対等
に開かれていて、充実していれば、とりわけその問題についてここに書く必要はないんで
すが、むしろ問題があるから、これを扱いたいという趣旨で、外国人という言葉を排除で
きないわけですよね。
　だから、その意味でも、おっしゃることはもっともで、裏腹なんですけれども、排他的
であり、追放的であり、何かそれでラベルを張って、あなたは外国人、だから、この施策
の対象であるというふうにするのは、ほんとは望ましくないと思いながら、しかし、機会
が開かれていない方がいる。また、いろいろな生涯学習機会を充実しなければ、そのニー
ズにこたえられないような特別の固有の問題を抱えていらっしゃる方に関しても、きちん
とした視野を広めたいという積極的な趣旨で在住外国人という言葉も使わせていただいて
いるというふうに思うんです。
　私、個人的には、実は外国人住民がいいんじゃないかという結論に達したのですが、住
民て何って、また問いかけがあるわけでございまして、いわゆる登録をしていれば、それ
が住民登録であろうと、外国人登録であろうと、住民なのか。いや、そうじゃなくて、ど
んな形であろうと、住んでいる人を広く扱うほうがよいのではないかというような専門部
会の委員の方の思いが、あえて住民という言葉じゃなくて、住んでいるということを特に
強調しましょうよというふうなことで、在住外国人というふうになったわけです。
　これもまた、もっと考えれば、じゃ、住んでいる人だけで、在学、在勤、在活動という
ような人まで含めて都政は行うべきであるとなりますと、在住外国人という表記も、また
狭い表記になってしまうんですね。専門部会に戻していただきましても、きっとまたまと
まらないと思いますので、実はこの表記につきましては、今日の全体会で皆様にご無理な
面もあるかと思うのですが、何らかの用語で理解をしていただくというか、そういう形で
統一していただければありがたいと思います。
【委員】　　　　わかりました。これ以上、この問題だけでやるわけにいきませんので、
できましたら専門部会でご論議いただいて、どこか囲みで、こういうことについては問題
があるということを何かの形で表記をしていただけると、私としては趣旨をご理解いただ
けるというふうに思いますので、私が言った、確かに外国籍市民というのも、表現として
は若干問題があるだろうと。在住外国人についても、今、難しい状況ですから、表現とし
ては問題があるんです。ただ、言葉の問題ですから、いいというふうにはならないわけで
、そのことについては、こういう意見があったというふうにするか、あるいは、こういう
問題があるというふうにするか、何かの形で、どこかに表記をしていただきたいというこ
とをもう一度お願いをしまして、専門部会に返していただきたいというふうに思います。
【委員】　　蛇足で申しわけないんですけど、例えば憲法の言葉遣いに戻すというのは
どうでしょうかね。「ザ・ピープル」、すべての人々、東京にかかわるすべての人々とい
う言い方にしていく。そのすべての人々に対する意味を、はっきり言います、資格も含め
て、障害も含めて、何も含めて、すべてが入るんだというようなことを出してもらえる。
　というのは、在日で私の知っている限りでは５世がいるんですね。６世が生まれている
わけですよ。６世が生まれた、その子がまた外国籍住民とか、そういう言われ方をし続け
るというのは異常な社会だとやっぱり思うわけですね。
　ですから、私は、憲法が国民と訳してしまったのは間違いだと思っていますので、です
から、ザ・ピープル、東京にかかわるすべての人々に対して、これはやるんだというよう
な表記にしてもらえて、その意味をどこかに入れてもらえるといいかなという気がします



【会長】　　ただいまの意見はどうでしょうか。
【委員】　　　　　　　　でございますが、大体日本語そのものが非常にあいまいな意味
を持った表現というのが非常に多いわけですから、もしこれをこの文書の中に１つずつ全
部拾い出すと、考え方、定義というものを極めて明確にどこかでしておかないといけない
ということになると思うんです。そうしますと、これをもう一度洗いざらいやっていくと
いうと、かなり膨大なものになってしまうだろう。ですから、先ほど　　委員が申された
ように、特にこの中で問題のあるものについては、囲みでそういった解説をしていくとい
う形が僕は一番いいんじゃないかなというふうには思っております。
【会長】　　ほかにどうでしょうか。
【委員】　　私も専門部会にいましたから、そこでの議論というのは、今、　　　さん
の話と絡めて聞くと、ああ、そういうところがあるのかなというふうに感じてはいるんで
すけれども、そのとき率直に出たのは、一番最初に　　委員の提案の中で、前の表現は差
別的であると確か書いてあったと思うんですよね。その差別的であるという意味があまり
よくわからなかった。何で差別的なんだろうという気がしたわけですね。今お話を聞いて
いても、例えば帰化という言葉が何回か使われましたけれども、帰化という言葉は非常に
差別的であると僕は教えられたことがあるんですよね。それから、　　　とお話ししたと
きも、あんまりいい言葉じゃないねというのをたしかこの前おっしゃったですね。
　ところが、それがこういうところで無意識に使われるということになると、言葉って非
常に難しくて、どれが一番いいのかというのは、かなり議論があるところだと思うんです
ね。　　さんは、外国籍住民・市民という言葉がいいというふうにご提案になったんだと
思うんですけれども、それを専門部会の人間に全部納得しろと言われても、これも大変難
しい問題だと思うことが一つ。
　それからもう一つ、素直にわかるというのも一つ大事だと思うんですね。あんまり抵抗
なくね。さっき話が出ていた、外国籍住民と言うと無国籍の問題が出ちゃいますねという
話は、たしかそのときの　　部会長の話では、専門部会での話ではなくて、どこかで聞い
てこられた。専門家に聞いてこられた中に、そういう言葉があったということで報告を受
けた記憶があるんですね。
　そうしてみると、今の話というのは、僕は専門家じゃありませんから、あんまりこれ以
上突っ込んでは言えないんですが、しかし、どんな表現をしても、どうしても少しひっか
かっちゃうと。さっきの帰化みたいな問題が残ってしまうんじゃないかという気がするん
ですね。
　従って、専門部会におろしてしまえと。おろしてしまえば、そこで考えろと言われても
、そこでは考え切れない問題があると思うんです。もしこれが審議会の今度の提言という
ことで話をするならば、むしろこういう非常に問題の多い言葉については、ここで合意を
していただかないと、専門部会に進められないと私は思いますね。
【会長】　　ほかの専門部会の委員の方、いかがでしょうか。
【委員】　　ですから、どんな言葉でもいいと思いますから、ここで全体会で、この
ことについては大変議論が出たわけですから、この言葉でいきましょうよということを、
少なくともここでは決めていただかないといけないだろうというふうに思います。
【委員】　　私も、専門部会というのは言葉の定義を専門とする部会ではありません
というか、正確にできないと思うんですね、言葉の専門家ではないので。むしろ内容を酌
み取って、どれが一番ふさわしいかということになると思いますので、ここで決めるべき
だと思います。
　私は、先ほど　委員がおっしゃった、すべての人々というのが、やはり一番いいのでは
ないかなと思います。例えばこの中でも、男女というふうに言ってみたり、在住外国人と
言ってみたり、障害のある人々と言ってみたり、いろんな表現で、ほんとはそれぞれに全
部入れなければいけないところが、かなりばらばらに使われているケースがありますね。
そういう意味では、あくまでもすべての人々という、東京のすべての市民でもいいですし
、人々でもいいと思います。多少ハンディキャップというものを意識しなければいけない
項目については、ハンディキャップのある人々ということで解決できるのかなというふう
に思います。ハンディキャップというのは、言葉だったり、体の問題だったり、いろいろ
あると思いますが、そういうことでできるのではないかなと思います。
【会長】　　さて、どういたしましょうか。　　委員、どうぞ。
【委員】　　私も専門部会のこの議論に参加した者として、外国籍住民・市民という
言葉を提示されたときに、じゃ、国籍がない人はどうするんだろうかと一番先に直観的に
感じたんですね。言葉は、今までいろんな委員の皆様がおっしゃいましたけれども、どの
方がどう感じるかという話がかなり強い部分があるんじゃないかと思うんですね。それで
、在住のほうが広くていいのではないかというふうに申し上げたので、それでもやっぱり
足りないという話が、今、　　部会長からも出ましたけれども、それぞれのバックグラウ
ンドに持っている情報とか知識とかによって、かなり齟齬があったりする部分だと思うん
ですね。
　ですので、この場で、東京にかかわるすべての人々というのを、例えば最初に出して、
その趣旨とするところは、こういうことですというふうに注なり、囲みなりで、最初のほ
うの目立つところに載せたらいかがでしょうか。
【部会長】　　今たまたま打ち合わせで会長とも、今、　　　さんがご提案くださった
ようなことが一番私たちの議論の整理のあり方として望ましいと思いますし、　さんが言
ってくださったように、東京にかかわるすべての人々に対して、私たちがよりよい生涯学
習のあり方を進める提案をしますが、対象もすべてですけれども、施策を考える、あるい
は具体的なことを考えるときに、私たちが想定した人々はどういう方々だったかといった
ら、今言った東京にかかわるすべての人々であって、ただし、すべてと言ってしまうと、
変に集約されるか、あるいは大きくなって一般化されてしまいますから、具体的に、今ご
指摘のように、いろいろな問題に直面している外国人の方々や、障害のある方々や、ある
いは性差別とか、あるいは先ほどの在留資格の云々等々によっていろいろ問題は多様であ
るけれども、それらをよく吟味し、検討しながら、目標としては、東京にかかわるすべて
の人々に対して有意義な生涯学習のあり方をというようなことを一番最初のところに明記
して、それは囲むかどうかは別としまして、今のようなご趣旨をきちんと明確に示すこと
によって、私たち一人ひとりの生涯学習をする権利よりも前に基本的人権というのがある



と思いますから、そういうものであれば専門部会に        持ち帰れますか。そういう部
分を少し検討するということであればね。
　ただ、それについても、必ず一度は使わなければならないのが、ここで集約した在住外
国人という言葉になるかと思いますので、それについては……。
【委員】　私もそういうことでまとめていただければ結構だというふうに思います。
【会長】　　どうですか。
【委員】　　今、　　　さんがおっしゃられたように、ここで納得して、皆さん、この
言葉を使おうというふうに決められればいいと思うんですね。専門部会と全体会を往復し
てたんでは、いつまでたっても問題が煮詰まらないだろうということが１つと、それから
、言葉だから、どうしてもいろいろ問題がある。さっき帰化の問題を私は出しましたけれ
ども、その言葉をお使いになった方は、決して差別用語だと思ってお使いになったんじゃ
ないと思うんです、ここで、今ね。だけど、私の聞いた話では、これも差別用語だと言わ
れた記憶がある。とすれば、言葉の中で、非常に問題にある言葉については、ここで決め
ておかないと、専門部会におろして決めろと言われても、なかなか難しいなということを
申し上げたわけですから、これでわかりました。少なくとも後期の審議会にいきましょう
というふうに決めれば、それはコンセンサスだと思いますので、異存はありません。
【会長】　　　　　　委員のご提案に沿いまして、東京都に在住するというのか、かかわ
るというのか、すべての人々という表現で前のほうに書いて、その中身はこうですと。し
かし、特に強調しなきゃならんような場合には、障害のある方々とか、そういうところを
抜き出して強調する場合もありますから、それは項目によって使い分けるということにし
てまとめるということでいかがでございましょうか。　　委員、それでよろしゅうござい
ますか。
【委員】　　結構です。
【会長】　　じゃ、そういうふうにまとめたいと思います。
　ほかにございますか。
【委員】　　　　　　　　　　でございます。初めに、この素案をいただきまして、長編
にわたるということで、私も読みましたけれども、一般的にいろいろな方が読みますので
、できれば、いわゆる論文と同じような形で、よりディテールなことの前に、いわゆる概
略といいますか、１枚物ぐらいでおさまるようなアブストラクト的なものをぜひ１枚おつ
けいただければ、なおよろしいのではないかと思うんです。その中に、今出されたような
議論、例えばすべての東京都にかかわる人たちを対象にした我々としての提言なのである
ということが最初の文章の中に含まれてくれば、それで、あ、そういう人たちをカバーす
るのかということがよりはっきりわかるんじゃないかと思うんですよ。
　センシティブな言葉の問題については、もう一度この中身を一応チェックしていただき
ながら、必要に応じて脚注のような形で、この言葉についてはこういうデフィニションを
我々は考えておりますということは少しつけ加える必要があろうかと思うんですね。です
ので、これは皆さんどうお考えになるかですけれども、いきなり目次からずっと２３ぺー
ジにわたるものが始まる前の段階で、全体としてのアウトラインが簡潔にわかるようなぺ
ージが１ぺージ物であるとよろしいのではないかという私の提案です。
【会長】　　このご提案はどうでしょうか。
【委員】　　ございます。今の　　　　　　　委員のご発言にちょっと関係する部分もご
ざいますけど、その前に、私、東京都の民間カルチャー事業協議会という団体がございま
して、つまり、民間のカルチャーセンターの連中が集まっている団体でございます。そこ
から１人ということで代表して参加しております。
　実は、３月１５日に、その協議会の幹事会というのがございまして、私、そこに出席し
て、今回のこのたたき台のもう一つ前のものを説明する予定にしておりましたんですが、
私、別の用事が入りましたので、ほかの男に頼んで、大体こんな感じで議論が進んでおる
ということを報告させました。その結果、　　委員がご指摘のとおり、かなり多岐にわた
っておりまして、なかなか議論がみんなの頭にすっと入らないというようなこともござい
まして、さしたる議論があんまりないまま終わってしまって、特に強い、この部分は民間
の事業者としては困るよというようなこと、あるいはこういうものをもっと入れたらどう
だという具体的な提案等がございませんでした。
　おおむね了承ということなんですけれども、例えば民間カルチャーに関係するとします
と、例えば１４ぺージに、ちょっとお開き願いたいんですけれども、囲みのコラムがござ
いまして、その下の○で、「民間学習事業者は、住民の学習ニーズに合った、多種多様な
分野の講座を企画・実施している。そこでは、社会参加へのかかわりの深い点字、手話、
朗読などの講座や在住外国人に日本語を教える講師を養成する講座なども提供され、住民
が受講している」。ここで住民というのはちょっとそぐわないねというような感じはあっ
たようです。
　それから、「それらの講座の受講者の中には、その講座をきっかけとして、点字図書館
等でボランティア活動を始める人など、学習を活動につなげていく事例が見られる。民間
カルチャーセンターや各種の民間スクールなどでは、講座修了者がその学習の成果を活動
につなげていくかどうかは、学習者自身の自主性・自発性に委ねられているが、このこと
は尊重されなければならないことである」ということで、やや表現的には舌足らずのとこ
ろもございますけど、ほぼこんなものかなということで、点字、手話、朗読だけじゃない
んだけど、さりとて何かもっと民間カルチャーらしい講座の具体的なご提案もなかったの
で、おおむね事業協議会としては、今回の専門部会でおまとめいただいたこの素案でほぼ
よろしかろうということのようでした。
　ただ、私はつくづく読み返してみまして、第４章の１番の提案なんかを見ますと、１８
ぺージの第４章の前書き、上から３つ目の○の３行目ぐらいに、「参画を促進するための
生涯学習を推進するしくみづくりに取り組んでいくことが重要である」という表現とか、
そのすぐ下の１、生涯学習関連機関による学習機会づくりという最初の○の２行目、「い
ろんな団体、学校などの有する生涯学習資源を発掘するとともに、ネットワーク化するこ
とによって、体験型、問題発見、解決型の学習を推進したり」と、ずっといっぱい、この
ぺージ、いろいろな提案がなされておるんですが、だれがやるんだろうかというところが
もう一つはっきりしないんですね。生涯学習を推進するしくみづくりに取り組んでいくこ
とが重要。だれが取り組むんだろう。それから、生涯学習資源を発掘する。だれが発掘す



るんだろう。ネットワーク化する。だれがネットワーク化するんだろう。これはいずれも
大変大きな仕事ばかりでございまして、活動の主体というものがどうも見えてこない。そ
れがどうも全体的に少し隔靴掻痒の感がある。
　その中で極めてまれな例として、１９ぺージの上から２つ目の○で、「都立学校の公開
講座」、これははっきりやっていますね。「趣味・教養型の学習から社会参加に向けた学
習に重点を移していくことも有効である」とか、それから、先ほど部会長のほうからご説
明があった、例えば社会教育委員がもうちょっとやりなさいといったような、そういうの
は主語ははっきりしているんですけど、おおむねこれは全体的に、素案を見ますと、どう
も主語がはっきりしてこない。なかなか主語がはっきり書けないんだよというような実情
等もわからんではないんですが、そこが、これを仮にインターネット上かどこかで公表す
ると。それから、もっと先へ行って、いよいよ建議がなって、記者クラブなんかで説明し
た場合に、私は新聞記者上がりなものですから、これを見て、どういう見出しを立てて記
者は記事を書くであろうかということで、ちょっとこれは見出しがなかなか立ちにくいか
なというふうなことを僕自身感想を持ったわけです。
　さりとて、それじゃ、もっときちんとしようとなっても、これからは時間的な余裕はご
ざいませんし、批判ばっかりして発言が終わりになってしまいますけれども、　　委員が
ご指摘になったような、少しサマライズしたようなものをやっぱりどこかで考えていただ
いて、それで、最初の審議テーマにある、東京における社会参加と生涯学習、「都民の地
域社会づくりへの参画と生涯学習のあり方」ということで、これからこういう建議がなさ
れたというようなことがキャッチコピーといいますか、見出しも一遍考えておく必要があ
るかなと。何かそんなふうに考えてみましたので、余計なことを申し上げましたけれども
、以上です。
【会長】　　　　新聞発表するときには、大体この趣旨を簡単に要約したようなものをつ
けて出しますから、そういう対応は必要だと思いますが、この中に書くかどうかについて
は、相当これもまた文章化しなきゃなりませんので、時間がかかると思いますので、ご趣
旨のほうは、何かそういう形でもしできたらと思いますが。
【委員】　　先ほど　　　委員のほうから、２２ぺージの①の最初の○の４行目、「今
後は企業、商工会議所」云々て書いてあるのは、幅広くじゃなくて、どこかの一部に偏っ
ているんじゃないかと。私もそのような感じがいたします。だから、あんまり固有名詞に
近いようなものをだらだら並べないほうが、よいのではないかと思います。幅広くという
意味が通じればいいんだと思ったんです。
　ただ、　　委員の発言の中に若干誤解がありますので、お話しさせていただきますと、
企業というのは、経済活動を行っていく組織であって、商工会議所というのは、企業のト
ップの人の集まりというふうにおっしゃいましたけど、これは、企業の集まりでございま
す。いわゆる企業という組織の集まりでございます。青年会議所は、企業のおそらくトッ
プに近いような方たちで、比較的若い個人が参加していらっしゃいます。
　ライオンズクラブやロータリークラブ、この違いは、私、全くわかりませんが、文化人
と言われている人、お医者さんだとか、企業の経営に携わっている個人が参加していると
いうふうに聞いております。ここに書いてあること自体は、みんな同じようなものという
意味はちょっと誤解に基づいているかなというような感じはしております。
　ただ、発言された意味は全く私も同感でして、できたら固有名詞に近いものはみんなと
っちゃったほうがいいかなと思っています。企業も含めてとっちゃったほうがいいだろう
と。
【会長】　　ありがとうございました。
【委員】　　これは経営者サイドの視点は持っているけれども、働く人間側から見たら
、こういう名前は出てこないということですよね。私は、これはほとんど同じだなと思い
ますよ。商工会議所も青年会議所も、呼ばれていくたびに、同じメンツが出てきています
からね。もともとあった組織と実態といったら、全く一緒ですよ。
【委員】　　それぞれの組織を理解してないご発言だと私は思います。
【委員】　　私もマスコミで働いていた者として、先ほどプレス発表でこれはどうす
るんだろうかという気持ちはよくわかります。賛成であります。
　それともう一つフォローしたいのは、これだけ皆さんのご議論の中をまとめていくと、
これだけの膨大な厚さになるということはよく理解はできるんでありまして、その労は大
変敬意を払うものですけれども、ただ、これは私だけの意見じゃないかと思って心配して
いるんですけれども、その中に、例えば当たり前じゃないかという意見があるわけですよ
ね。そんなこと言わなくてもいいじゃないか。例えば交通ルールを守って運転しましょう
、それに近いような発言が僕は見えるような気がするんですよね。そういう余分なものが
あることによって、さらに内容は薄められた、希薄になっているというふうなことがある
んです。
　これはいろんな議論があると思うのですが、例えば具体的に今の意見に対して、どうい
うところを私が感じたかだけちょっと言わせていただきたいのですが、例えば１６ぺージ
の情報提供と相談、その下の、「地域社会づくりへの住民の参画を促進するための情報提
供」、こういうふうに書いてあります。すべてこれを読んで、これを反対する人はいない
と思うんですよね。でも、これをわざわざ書く必要があるのだろうか。これは自明の理じ
ゃないかというふうなことがございまして、これは全部が自明の理じゃないかもしれませ
ん。でも、そういう部分がかなりあるのではないかということが、例えば東京都民にこれ
を情報公開した場合、こんな長いものを読む都民は、よほど暇人以外はいないだろうし、
そして、読んでも、そういう余分な部分がある場合は、ますますわからなくなっちゃう。
こういうことがありますので、話が重複して、また同じことを言っていますけれども、要
するに自明の理と、当たり前だなと思われる部分は、勇気を持ってカットしていくほうが
、提言としてすっきりしてくるんじゃないか、こういう考え方であります。
【会長】　　なかなか当たり前のことが実施されていない現状もあるわけですから、
やはり書いておくという必要があって、これは書いています。ただいまの、ほんとに冗長
な部分は削ってもいいと思いますけれども。
　ほかにいかがでしょうか。
【委員】　　　　１９ぺージのボランティア養成講座の充実のところですが、ほかにも少
しこの言葉は出てきますが、実は養成という言葉がいいのだろうかという気がします。ボ



ランティアというのは自主的にやるもので、養成されるものではないと思います。そうい
う意味では、ここでもし書くならば、ボランティア活動のための学習とか、何かそういう
手助けになるという意味でしたらいいと思います。養成という言葉はここから外す必要が
あるんじゃないかと私は思いましたけど、この辺はボランティア市民活動センターの安藤
さんにもご意見を伺い�ｽいと思います。
【専門委員】　　　　確かに最近はあまり養成という、いわゆる養成というのは、上から
下をこうやるようなものとしてとらえやすくなりますので、そういう意味では、きっかけ
づくりとか、そういうようなニュアンスでもって、活動に入っていくためのそういうチャ
ンスみたいな、場面づくりみたいな、そういう意味合いでやっていただくほうが、むしろ
いいのかなという感じはしています。ですから、最近、養成ではなくて、違う言葉という
ことは確かにそうだろうなというふうに思っております。
　それからもう一つ、似たようなニュアンスになるんですけれども、前のところで、要は
、この提言がどこがどういうふうにやるのかというところをもう少し知っておかないとい
けないのかなというふうに思ったときに、これが東京都に対しての答申というふうになっ
たときに、ある意味では東京都なり、行政が生涯学習をやるときに、どういうようなやり
方をしていくのか、何をやるのかというところが少しわかるといいかなと思ってずっと見
ているんです。
　例えば１４ぺージ以降のところで、行政における連携というのが組み込まれているので
すが、このところでもって少し市民のそういう機運が高まってきているとい�､、この辺の
ところはそういう部分もあるんでしょうけれども、逆に、こういった市民がそういういろ
んなところにかかわるときに、どういうかかわり方ができるのかということと、もう一方
では、行政がそれをどうやって受けとめていくのかという、その辺のところがもう少し書
かれていくといいのかなという感じがいたします。そういうことが必要なんだということ
なんですが、行政、じゃ、どこまで受けとめるのか。どこはやらないのかみたいな、その
辺のところをはっきりしたほうがいいような感じがいたします。
　ある意味では、この辺のトーンとしては、行政が何でも把握していなければいけないみ
たいな、そういうようなトーンで来ているかなというふうに思いますので、市民活動は市
民活動として単独で動いているというところもあってもおかしくないだろうし、そういう
意味でいったときに、行政が行う部分はどこまでなのかみたいな、その辺のところがあっ
たほうが少しいいのかなという感じをこの辺ではしています。
【委員】　　今のご発言の関連で言うと、５ぺージに一応の整理がなされているので
はなかろうかと。「行政は、住民が社会に参画する力をつけるための学習環境を整備する
ために、学習活動や地域活動にかかわっている行政、企業、活動団体、学校などが連携の
とれるしくみづくりをする」。しくみづくりをするというところに行政が１つ。
　それから、相談ですね。情報提供。行政の担うべきことは、主として学習相談を含めた
総合的な情報提供と、それから、生涯学習社会を築いていくための人材確保なんですね。
　それから、３番目が僕は非常に重要なんじゃないかと思います。行政が直接担わなけれ
ばならない領域は、要するに、問題発見・解決型の学習とともに、社会性・公共性・緊急
性のあるもの、例えば、社会福祉、環境、災害対策の問題やボランティアの養成。ここに
も養成という言葉が出てきていますけど、それから、学習機会に恵まれていない人々、経
済的な理由や病気・障害などで参加が困難な人、それから、日本に来て間もない在住外国
人、そういう人たちに対する生涯学習の場を提供する。
　これはこれで僕はきちんと押さえてあるので、これはぜひ今度の建議では、そこは行政
がやらなくちゃならない生涯学習とは何なんだと。特に税金を使ってやる生涯学習とは何
だ。都の壮烈な、今日あたり決議になっているんですか、銀行に対するああいう外形課税
みたいなことも出てきておりますが、これからは大変に行政側がやる生涯学習というのは
、問題を対象を絞っていかなくちゃ、とても応じ切れないというところに来ていると思い
ますので、５ぺージで一応の整理はできているかなと思っているんですけれども、またさ
らに、あるいは足りないところがあるのか。ちょうどそういうご発言があったので、いい
機会なので、皆様方のご意見を承りたいと思います。
【委員】　　今の　　　委員のお話は、私は非常によく納得がいくんですね。５ぺージ
の行政の一つのやらなきゃいけない枠づくりであるということは大賛成ですが、私のもし
感覚が間違っていたら、皆さんに逆にご指摘いただきたいんですけれども、生涯学習審議
会というのは、東京都の知事が任命した委員が、東京都の生涯学習について考える。従っ
て、そこから出てきた提言は、東京都にやってくださいよと、こういう方向でやってくだ
さいよという、行政に対する提言であろうというふうに考えているんですね。
　ですから、先ほど　　さんが言われた、だれがやるんだというところは、行政、もっと
具体的には教育庁の生涯学習担当部局というふうに理解しないと、これ全体が全部読めな
くなってしまうと。今までのずっと議論に参加させていただいた立場で言いますと、そう
いう前提でこれをずっと読んできたんですね。それは違うかもわからないということにな
ると、これは大問題という気がしますので、この辺は、会長なり、部会長から整理をして
教えていただきたいなというふうに思います。
　その上で言えば、先ほどおっしゃったとおり、５ぺージの行政のやるべきことと、それ
から、下に出されて、行政にやってほしいと言っている審議会の要望とは落差があり過ぎ
る。逆に言えば、やってほしいというのは膨大になって、ほんとにこれをやったら、外形
標準課税で稼いできた税金など何にも役に立たないぐらい要るかもわからないということ
だろうと思いますから、その辺の矛盾は我々の中になかったのかといったら、なかったと
は言えない。やっぱりあるんだろうなと思うんですね。だから、やってほしいことと、そ
れから、やれる範囲というのが非常に難しい。
　その辺をもう一つ踏まえて言えば、最初のテーマで、都民の地域社会づくりへの参画と
生涯学習のあり方というのは、生涯行政のあり方に絞って言っているのかどうかというこ
となんだろうと思うんですね。この辺は後ほどご議論が出ると思うんですけれども、オン
ブズマン制度を提案された辛さんの立場と、それから、ここで言っていることとの乖離と
いうんですか、これはちょっと別の問題じゃなかろうかというのと関連すると思うんです
けれども、その辺を頭の中で整理してからかからないと、議論がごちゃごちゃになってい
くかなという気が私はしております。
【専門委員】　　　　確かにこの部分でこういった形で書かれて、ある程度整理はされて



いるなということではいいかなというふうに思うのですが、先ほどの１５ぺージのところ
で、そういう意味で少し気になっていたのが、いわゆるほかのいろいろな民間団体や何か
もあるんですけれども、そういったところとの連携というところが、ここで少し触れては
いるんですけれども、そこのところがどういった形での連携が必要なのか。これは後で少
し組み立てればいいよという話になるのかもしれませんけれども、そういう民間団体や何
かとの連携と情報の提供の仕方が、例えば東京都の生涯学習センターという、東京都にあ
るわけですけれども、そことどういうふうにかかわるのかという、その辺のところがない
と、すべてが東京都の施策の中の一緒くたでつくられてしまう。そんな感じがちょっとし
たものですから、民間は民間として、それから、行政は行政としてという、その辺のとこ
ろの区分けが少しあるといいかなとちょっと思ったものですから、ちょっとそういう発言
をさせていただきました。
【会長】　　ありがとうございました。
　今、　　委員の提案された問題は、私は、東京都の生涯学習審議会としては、諮問はあ
りませんでしたけれども、テーマを絞って討論をして、具体的に、或いは考え方も含めて
東京都に提言をするということでございまして、それは、東京都がこの中からどのような
選択をして、何をやるかということは行政の枠内の選択の余裕があるわけですから、これ
だけはやってほしいということがあれば書きますけれども、ここに書いていることを全部
行政がやれと言っているわけではないので、こういう考え方で我々は提言いたしますとい
うことをここに申し上げて、その中からいろいろな年次計画とか財源とか、いろいろな問
題があるでしょう。それを実現していただくということが趣旨なので、そう思って読んで
いただければ、若干あいまいな点があるかもしれませんけれども、東京都がこれを受け取
って、考えていただく一つの重要な提言だというふうに考えてもらえるものだというふう
に思っておりますが。
　先ほどの養成の問題ですね。これは具体的に論点は養成講座というふうに書いています
ので、そういう表現がいいのかどうかわかりませんが、施策としてそういうものをやろう
としている場合に、きちんとした名前をつけておかないと、外に出せないという面があり
ますので、私はボランティア養成でもいいかなという感じがいたしますが、　　委員、ど
うでしょうか。やっぱり学習講座がいいですか。
【委員】　　むしろこれは　　　　委員がご専門でいらっしゃるので、ご意見を伺いたか
ったんですが……。
【会長】　　何か具体的に出ていく場合の打ち出し方がありますので。
【委員】　　研修か学習ぐらいのほうが無難ではないかなということ。あまり無難を
言っちゃいけないという批判もありましたから、発言は気をつけないといけないんだけど
、わかりやすいかなと。
【会長】　　その辺の表現は、養成はやめて、研修とか学習とかに。
　ほかにございますか。
【委員】　　全体を読んで、丁寧にいろいろ議論されていることを非常に細かく拾わ
れて、一つの素案になされたということで、大変ご苦労だったということを思うんですけ
れども、一方でまた、非常に丁寧にいろいろなものをいろいろそつなく拾って入れたため
に、多少、読んだ印象としては、同じようなことが何度も何度も言われて、何とかが必要
である、必要であるみたいなことが非常に多いな。
　特に、第３章と第４章あたりの、先ほどどなたかの委員の方からもお話が出たんですけ
れども、現状と課題と、それから、それに呼応して、参画を推進するためにという第４章
が続くんですけれども、このあたりは、それぞれ呼応しているんですけれども、同じよう
なことの繰り返しがまた第４章の中で改めて述べられるというような、読んでいて、ちょ
っとまどろっこしさを感じたということが一つ率直なことです。
　それから、これは一つの例かと思うのですけど、例えば１６ぺージ、これは、地域社会
づくりの参画の現状と課題という中での情報提供と相談という項の中で、最後の○で、駅
やコンビニエンスストアで住民に情報を提供していく取り組みは課題というような非常に
アイデア的なことまでが現状と課題というあたりの課題で取り上げられてしまって、今度
、それが２１ぺージあたりの、それに対する、推進するためにというあたりにいくと、非
常にインターネット的な話が主流として出てきて、ここでもいろいろな、ここで言ってい
る、そういうこともほんとに必要だと思うんですけど、さっき最初のほうで述べたコンビ
ニエンスストアあたりの課題というのは、もうちょっと小さい課題かなとか、その辺の第
３章と第４章のものの置き方というのが若干整理できてないんではないかなというのが、
同じようなことが何回も出てくるというような気持ちにさせることなのかなというふうに
思います。
　それから、２２ぺージ目ですけれども、これもコーディネート機能ということで、ほん
とにこれから大切だと思うことの中で、改めて人材養成ということになると、こういう人
が必要だ、こういう人が必要だ、こういう人が望ましいとかというのが、推進といった中
でも、何か課題のような、そういう人材の人をどういうふうにしていくのというような必
要性が非常に問われていて、最後、一言出てくるのは、東京都生涯学習センターにおいて
、こういう人材の養成を実施していくということですけれども、このあたりももう少し、
生涯学習センターだけの部分ではとても担い切れるような、人材の養成という部分につい
ては感じてしまうので、もう少しこのあたりのところというものが書き方が難しいのかも
しれないんですけれども、先ほど申しました社会教育委員への期待というようなことへも
、もう少し社会教育というような団体における、例えば青年の家ですとか、少年の家です
とかいう中での研修活動とかいった中でも、こうした人材養成というのは非常に強く言わ
れていることでございますので、そんなような視点も入れていったらいかがかなというふ
うに思いました。
　もう一回、課題、現状と、推進というところを、１つずつ縦で読みながら整理していく
と、もう少しシンプルになるのかなというふうに率直に思いました。
【会長】　　ありがとうございました。
【専門委員】　　今のご意見とちょっと重なるんですが、たまたま私も関連のところ
を見ておりまして、現状と課題と、それから、推進のやはり問題なんですけど、７ぺージ
の一番下に○として、「問題発見・解決型の学習を進めていく時、問題や課題について情
報を得たり、調査することが大切である。そのため、図書館におけるレファレンス機能を



一層充実していくことが重要である」と。
　これ自体は結構なわけですが、今度は推進のほうになるんですけれども、１８ぺージの
下から８行目の○のところがまた、体験型、問題発見・解決型の学習を進めるには云々と
、こう来ていまして、最終的には、学習活動の拠点の一つであり、学習に必要な図書や資
料情報の収集・保管・提供や相談の機能を有している図書館の一層の充実を図る必要があ
り、特にレファレンス機能の充実は重要であるというふうに、ほぼ同様のあれがあります
ので、例えば１８ぺージのほうは全部生かして、８ぺージのほうを、例えば調査すること
が大切だというようなふうにとどめるとか、今の委員のご意見があったように、繰り返し
が目立つということでしたら、この２つ自体は、どちらも記述は悪いわけではないんです
けど、そういったまとめる、どちらかにというようなことも必要ではないかと感じました
【会長】　　　　委員、お願いします。
【委員】　　先ほど来出たお話に関連するんですが、これはだれに向けてこういうこ
とをやれと言うのかというものに関連して、会長見解も示されたわけなんで、基本的には
全くそのとおりだろうと思うので、若干蛇足かもしれませんが、この答申の趣旨というか
、この提言の趣旨、内容、そういうものから見て、これは東京都に対してこれを言うとい
うのは、東京都の審議会ですから、極めて当然なんですが、内容が、東京都にこういうこ
とをやってくれということを言うものに限定するというわけには、テーマの性格上、到底
いかない。むしろ、当然、一義的には行政といったって、区市町村がむしろやるべき内容
も多いわけでありますし、それから、むしろ民間の自発性に待つというのも多いわけなん
で、これは、先ほどの会長見解に全く賛成なんですが、付言すれば、これは東京都に実現
を全体について要請するものだというふうには限定することは避けたほうがいいという気
がいたします。それが１点。
　それから、まとめ方の問題で、皆さんから出されているご意見、私も賛成なんですが、
確かにあまり量が多いと焦点がはっきりしないということで、先ほど、マスコミ出身なん
でということのお話を伺って、私はマスコミ出身じゃありませんけど、これをもし新聞に
書いてもらうとしたらというのは、まあ、書くか書かないかというのは、これまた中身の
パンチの問題があって、向こう側の選択の問題ですが、どちらかというと、この種のもの
というのは、おそらくとらえにくいから、あんまり書いてはもらえないかなと。ただ、書
いてくれれば、それが起爆剤になって、大いにＰＲというか、浸透する材料にはなるので
、書いていただくに越したことはない。
　その場合に、どういうまとめ方をしたらいいかなと。これを一つダブっている部分とか
、そういうものについては、ある程度省略化したほうがいいというご意見で、私もその点
は全く賛成ですが、今度、ただ実際にここまで作業が来ていて、それを大きくやるという
ことが果たして可能なのかどうか。というのは、これ自体がかなり中身が親切丁寧に書い
て、一般にも見てもらいたいということがあるとすると、材料、資料的な意味もあるんで
、あまり無理してわからなくなるほどは切らなくてもいいと。その場合には、当然、だけ
ど、このままじゃちょっと厚過ぎるよということに対して、例えば新聞に出す場合に、概
要というのを出しますけれども、ただ、概要というと、これだけのものの概要というのは
、これを１枚にといったら、内容が非常に細かくなっていますから、おそらく難しいんだ
ろうなと。概要といっても、数枚にはなっちゃうんだろうと。
　そういうことと同時に、これは一つのお手数をかける提案で恐縮なんですが、ここでの
みそというか、要点はこうなんだよという、多少抜粋ではなくて、趣旨の要約というか、
趣旨説明的なものをまとめるということも一つ有効かなと。これは必ずしも新聞発表に限
らず、一般に供する場合にも、いわば案内書きみたいなことでどうかな。一種のＰＲとい
うか、ご理解をいただく材料として、そういう方法もどうかなというふうに、これは思い
つきでございますが、提案というか、お願いです。
【会長】　　趣旨とか、ねらいとか、そういう形で、その趣旨を簡明にしておくとい
うことは必要でしょうから、これは新聞発表のときにつける概要の中に、そういう趣旨を
入れたらいいんじゃないかと思いますけど、これはまた相談します。
【委員】　　　　私も久しぶりに、この審議会に参加させていただいて、今回の素案を拝
見しまして、大変熱意を持って今まで精力的にまとめていただいたので、心から敬意を表
したいと思うんですけれども、また逆に、ここまで素案がまとまってきて初めていろいろ
な審議会での役割、位置というのが改めて確認できているようなところがあって、今まで
何人かの委員の方がご発言なさったことと多少重複しているかもしれませんけれども、今
回の提言を読ませていただきまして、本審議会が特に教育庁から諮問を受けているわけで
はないと。しかし、都知事から任命された審議委員であるということで、この審議会の役
割、位置というのを考えてみますと、我々の提言というものが、都が行政、施策を立てる
上での一つの根拠づけになるものをお渡しするという形になると思うんですね。
　都が行政を活動する上で、また或いは区市町村にいろいろな方向性を示す、要請をする
ときの根拠づけということで、我々のこういう活動の機能があるんではないかという感じ
がしているわけです。我々が自主的に、あるテーマでＮＰＯで集まったというわけではあ
りません。都から要請を受けて集まった会議でございますので、そういうことで考えます
と、少し絞り込んでいったほうがよろしいのではないかなという感じがいたします。
　文言の中に、ずっと拝見させていただきますと、必要である、重要である、大切である
ということが随所に、あらゆる局面、あらゆるテーマ、あらゆる対象に配慮して書かれて
あるんですけれども、これは生涯学習という極めて絞られたテーマであるにもかかわらず
、都政全体を認識するような部分においてまで、かなり言及されていると思うんですね。
　ですから、そういったところはもう少し生涯学習に絞り込んで、例えば地域社会の定義
から、ライフスタイルの変化から、すべてを概観されているんですけれども、この辺まで
一つ一つ定義する必要があるのかな。もちろん、提言をまとめるまでの議論のプロセスと
しては重要であったかと思いますけれども、地域社会のとらえ方がこれだけ多様な立場の
人たちがいますと、かなり見方も違うと思うんですね。それで、各委員の発言と立場に配
慮してまとめていくと、結局、じゃ何が言いたいのかということがよくわからないし、ま
た、そこまで地域社会についての定義を議論するということが、ここでの審議会の役割で
もないというような感じがいたします。
　それで、例えば、私ちょっと思いましたのは、７ぺージ２番の○の２番目の「住民に期
待されている基本的な力としては」ということで５つほど挙げられておりますけれども、



これは何か企業がこれから求める力を人材に向けて語っているような感じがいたしまして
、ある一面では、こういった５つのものが例示として挙がるかもしれませんけれども、こ
れも見方によって非常に多様でございます。住民に期待されている基本的な力を、ここの
審議会で、これだというふうに断定する必要があるかどうかということは私は非常に感じ
ております。もっと多様でよろしいかと思うんですね。ですから、ここでこういうふうな
ことを限定的に語るということは、若干おこがましいような感じもいたします。
　そして、そのほか幾つかのところで見ますと、一人ひとりの人間が自分自身の発意とか
、それから、自主的な力というものがあまりに評価されていないような対象として書かれ
ているわけですね。もっとこれをしてあげなければいけません、もっとここに配慮してあ
げなければいけない、適切に応じてあげなければいけませんというようなことで、対象に
対して、あらゆるところまで手を差し伸べて、あまりに過保護の立場をとり過ぎるんじゃ
ないかという気がするわけです。ですから、もっと対象とする人間一人ひとりの自主性と
か自己責任とか、そういったものをある程度期待するというような形での書き方が必要な
んではないかと思います。
　ただ、この中にも、或いは今日の議論にもたくさん出てまいりましたけれども、生涯学
習のいろいろな機会とか情報に十分に参加できないでいる。そういうふうな立場の人の状
況があるということについては、逆に私は、なぜそういう障壁があるのか。具体的にどの
程度の障壁があるのか。それはどういう構造でなのかということをむしろ１つ１つの生涯
学習機関に調査をするようなことを中に盛り込んでいったらいいんじゃないかという気が
するわけですね。
　障害者に配慮しなければいけない。こういう人たちに配慮しなければいけないという、
あるべき論ばかりがちょっと強くなっているような気がするわけです。むしろ制度として
は開かれているけれども、実態として利用できないでいる人がどれだけいるのか。或いは
なぜ利用できないのか。そこに運用制度上、或いは構造上、或いは社会文化的な上での障
壁があるのかないのか。それをまず調査をするということを各生涯学習機関にむしろ義務
づけるぐらいの提言を中に盛り込んだらいいのではないかなという気がしております。
　この中でいろいろなボランティアグループとか活動の事例が中に入っているんですけれ
ども、私は、基本的に、この建議のまとめを、ある程度行政がやるべきことということを
絞り込んで、シンプルにまとめる。それからもう一つは、生涯学習にかかわれないでいる
、コミットできないでいる、そういった障壁を撤廃するというための一つの提言をまとめ
る。そしてもう一つは、ＮＰＯとかいろいろなボランティア活動等の調査とかいろいろさ
れて、そこからのある一つの傾向ということで資料編としてまとめるというような形に少
し構成を再編成されてもよろしいのではないかなという気がいたしました。
【会長】　　ありがとうございました。
【委員】　　今のご意見、私も全く賛成なんで、当初、この会に参加して３回目ぐ
らいになって、一体これはうまくまとまるのかなということが非常に心配だったわけです
。しかし、見事にこれまで絞り込んでまとめ上げたというのは、やっぱりすごいなと私は
思います。
　しかし、要するに全体会とか専門部会をかなりしつこくやりましたから、当然、このく
らいのボリュームになるのは当たり前だと思うんですが、しかし、一気に読み切れるボリ
ュームぐらいが欲しいなというふうに私は思っているんですね。
　そうなると、先ほどお話がございましたように、囲みのところのいろいろな資料、これ
は全く消えてしまうんじゃないかというふうに思っているんですが、これはいろんな事例
、具体例の中で調査をされた中が、読んでみますと、非常にうなせるものがあるわけです
ね。こういった事例を何かの資料集でも何でもいいですから、別にまとめておいて、きち
っととっておくと。そして、皆さんに見てもらうということは非常に重要じゃないかな。
これが一つの審議会のベースの資料であるということの認識をきちんと定めておいたほう
がいいんじゃないかというふうに思っております。
【部会長】　　　　今、複数の方から、再構成についての問題提起がございましたので、
専門部会長としては確認をさせていただきたいんですが、３章、４章をもう少し重複を検
討して、読みやすくしてはいかがという　　委員のご提案までは、私たちも、短い後の時
間の中でやれると思うんですけれども、　　委員のご提案につきましては、ここの全体会
でかなり強力な決議をしていただきませんと、専門部会のメンバーとしても、かなり大き
な変更になりますので、ご確認いただきたい。
　それはどういうことかといいますと、初めて諮問の内容まで審議会の私たちが考えて、
そして、建議も考えるという経験でございますので、前例踏襲主義は私も反対でございま
すが、後の方々には、私たちの取り組みは前例として検討されるものを、私たちは初心者
というか、初めてやっているわけでございます。ですから、手探りの中でやってまいりま
したので、審議の経過の紆余曲折とか、悩みが１章から４章まで反映されてしまっており
ますので、どちらかといえば３章につきましては、私たちが学びました委員の皆様からの
レポートであるとか、あるいは事例報告などをあえて意識的に資料集にせずに、私たちの
まとめる意見の論拠として配置させていただいたわけですね。
　これについては、前回の全体会では特にご意見がなかったので、むしろ見やすい形に囲
ませていただくというような工夫をさせていただくのと、事例を何枚紙も資料集でつける
よりは、むしろ要約して入れようということで、これでも長いと言われてしまうと、ごも
っともなんですが、かなり要約をさせていただいた結果が、まだこの段階でございます。
　従いまして、資料集として後につけるということに関しても、この全体会でお決めいた
だきますと、専門部会としても、もちろん皆様ご指摘のように、かなりすっきりした形で
要点が出せるかと思います。
　それともう一つは、これは後に会長からご紹介あると思いますが、これもまた初めての
試みなのですが、私たちの建議の素案について、インターネットを含め、しかるべき生涯
学習関連施設に配置していただいて、閲覧していただいて、ご意見をいただくということ
も考えております。その際に、今ご提案のような工夫をした後のものを閲覧していただく
となりますと、閲覧期間が短くなります。このままおおむね、まあ、まず閲覧はこの形で
もというふうにご了解いただければ、都民の方に見ていただく期間がそれなりに確保でき
るかと思います。
　というのは、これも専門部会長としての取りまとめに時間がかかった結果なのですが、



最終的に建議を提出させていただくのは、私たちの任期との関係もございまして、５月と
いうことでございますので、従いまして、かなり大幅な変更をしてから都民に閲覧してい
ただくとなりますと、ちょっとそういうような不都合が都民の方向けには生じます。
　ですから、事前に閲覧していただくのは、おおむねこの形でよいというご了解をいただ
き、しかし、今、せっかく改善のためのご提案でございますので、それは都民の方のご意
見と同じように受けとめさせていただいて、より読みやすく、より有効な建議の形に、も
し再編成が思い切ったものが必要であれば、させていただく必要があるかと思います。
　また、構成の流れも、こういうふうにしないで、第４章で書かれているようなことを前
にもっと明快にきちんと示して、一体何を建議したのかということがわかるような形も、
今までのお話にはありませんでしたけれども、あり得ると思いますし、そんなことも含め
て、構成については、会長、すみませんが、ちょっとご確認をとっていただければありが
たいと思います。
【会長】　　　　いかがでしょうか。今、時間的な問題もありますし、後ほどまたお諮り
する予定なんですが、これをいろいろな機関に情報提供したり、あるいはインターネット
で情報をいただいたりして周知をすると。こういうかつてない手法なんですけれども、そ
れは考えておりません。そうしますと、今ご提案のあったようなことをクリアいたします
と、とても間に合わないということがあるので、できれば、今提案いたしましたものを、
できるだけ皆さんの目につくような形で情報提供して、その間に出てきた意見も含めて、
ただいまのような改善意見を含めて、最終的なまとめの中に入れるということならば、私
も非常に不手際で申しわけないんですが、今、　　部会長も言っているように、何とか間
に合うんじゃないかということがありますので、その点の皆さんのご確認をいただきたい
と思うのですが、いかがでございましょうか。
【委員】　　　　ちょっと質問、確認でございますけれども、今、インターネットですと
か、例えば一応刷り物にして、各そういう社会教育関係の施設などに閲覧すると。実際に
５月末まで建議を出すということであれば、例えば今３月の終わりで、４月の頭から早速
インターネットに載せる。一般の都民の方の意見をこちらで受け付ける。それをもとに、
例えば我々はもう一度こういったような改善提案がありますということで会合を持って、
これをさらに手直しをされて、最終的に全員の合意を得た上で、５月末までに建議を出す
ということでよろしいんですね。
　そうすると、例えば一般的に閲覧して、意見を賜る期間というのはどれぐらい考えてい
らっしゃるんですか。
【会長】　　どのぐらいになりますかね。
【振興計画課長】　　１０日間ほどとってあります。日程的に非常にタイトになっており
ますので。
【会長】　　　　今後のスケジュールは、また最後にご提案いたしますけれども、大体そ
ういうようなスケジュールを考えています。
【委員】　　　　試みとしては非常におもしろいなと思うんですけれども、これだけの委
員の方がこれを読んでも、いろんな意見があって、いろんな意味でまとめていただくのは
非常に大変だなというふうに率直に感じているんですけれども、これをそのままそういう
ふうに出して、いろんな方から、今、インターネットの話が出ましたけれども、どれほど
の方からご意見が来るかもわからないんですけれども、それの吟味とかいうことを始めて
いたら、意見をいただいたからには、何らかの形でそれに対してお答えをしていかなけれ
ばいけないと思うので、それに対しては、ちょっと途方もない感じが、一抹の不安がある
というのが事実と。
　それから、むしろ、私どもでも初めてこういう形のことをやっているので、ある程度こ
ちらの中でまとめ上げたものを一度見ていただいて、それについてはご意見をいただいて
、それはまたその次の審議会のほうへ、それを加えて送っていくとかというふうにしない
と、５月というような期間の中では、実際的には無理じゃないかなというのが率直なとこ
ろでございます。
【会長】　　いただいた意見をそのまま反映しなきゃならんということはないので、
おそらくいろいろな意見が出ると思いますけれども、一応吟味はしますけれども、それに
対する対応は、その内容によって考えていくということで、どちらかというと、ここに列
席された委員の方々のご意見をもとに修正を図っていくということが大事だと思いますけ
れども、我々の気がつかないような或いは意見が出てくるかもしれませんが、そういうも
のはやはり取り上げねばなりませんし、情報提供して上がってきた意見をどういうふうに
処理するかということは、またこれからの専門部会になりますか、拡大専門部会になりま
すか、そこで吟味をしていただきたいと思いますので、時間的にも何とか消化できるんじ
ゃないかと思いますが。
　いかがでございましょうか。
【委員】　　再構成というのは、やっぱり時間的にちょっと難しいんじゃないかなと
いう感じは私もしていたんですが、ただ、今、委員の皆様の細かい部分のご指摘を伺うと
、確かに重複感というのは否めないので、それは３章と４章を縦に読むというんですかね
、これに呼応している部分はこう表現するという感じで、多分、技術的にクリアできるん
じゃないかと思うんですね。
　もう一つ、今日の議論で、確かに、プレス発表されたときに、見出しに何がつくんだろ
うとかと思うと、ちょっとプレゼンに工夫が必要かなという気がしていて、例えば今日の
冒頭もかなり時間をかけて議論した話ですけれども、生涯学習の機会にそもそもなかなか
アクセスしにくい方というところにかなり配慮しなきゃいけないという議論をこの審議会
では何度もしてきたわけですから、生涯学習へのバリアフリー化とか、本物にそうするか
どうかは別にして、そういったキャッチコピーみたいなものをつけたらいいんじゃないか
なという気がしています。
　もう一つ、さっき過保護だというお話もありましたけれども、第２章というのは、４ぺ
ージ、５ぺージですが、かなり住民が主役として、これから頑張っていくんだということ
をうたっているんだと思うんですね。一方で、どんどん活動していらっしゃる方がいらし
て、そういった方々については、行政が手を出し過ぎずに、支援に徹するというお話だと
思うので、その２本をこの建議の、大きくはそれが強く主張していて、それを支える施策
としては、こういうことがあるという感じで、もしアブストラクトみたいなものをつくる



んであれば、そういった形がよろしいんじゃないかなというふうに感じます。
　以上です。
【会長】　　３章というのは、どちらかというと、都民の方に読んでいただいて、こ
ういう現状で、いろんなことが行われているので、これをもとにして一緒に考えてほしい
という点がかなり含まれているわけですね。そして、４章に来て、ここについては、こう
いう話題を踏まえて、こういう施策を考えてほしいというふうになっていますので、必ず
しも、若干冗長な面があるかもしれませんが、具体的な例を挙げながらやっていきますの
で、これは読んでもらって、都民の方々が、あ、こういう現状があり、こういう問題があ
るのかということをみずからの課題として考えていただくという資料としては、重複して
おりますけれども、私は役に立つんじゃないかというふうに思いますし、我々はかなり専
門家ですから、重複のように思いますけれども、都民の方から見ると、初めて見るような
ことがかなりあると思いますね。そういう意味で、３章というのも必ずしも、長いかもし
れませんが、あまりカットし過ぎないほうがいいんじゃないかと私は思います。
【委員】　　先ほど申し上げたことと同じようなことになるんですが、ここまで来て
大きく構成を直してということになると、時間との関係でとは言いたくないんですが、現
実の問題もありますし、都民のほうに事前にということも、この場で決めてあることです
し、それから、中身について、本質的に、どうしても、これは中身はまずいという、そう
いうものがあれば別として、ちょっと厚過ぎるかどうかと。まあ、それ以外にもあると思
うんですが、ということであれば、ともあれ、これで一応提供はすると。それで、声をい
ただいて、その時点で、いただいたものについての扱いは、先ほど会長が言われたように
考えると。
　それから、要点的にどうだというものについては、改めて発表するときに、そのエキス
はこうなんだというのをまとめて出すということでよろしいんじゃないかというより、や
むを得ないんじゃないかなという気がいたします。
【委員】　　私は、情報公開のことで感じていることを一言だけ申し上げたいと思い
ます。今回のこともインターネットに載せるとかいうお話もございましたけれども、将来
的な提言として、生涯学習ということを何か継続的に媒体で扱ってもらえるような場が設
けられたらいいんじゃないかなと私は考えています。『みんなの生涯学習』というのは専
門的なものですので、どうしても専門の生涯学習に興味のある人しか目につかないという
ところがあるので、こういった素案を出すというような問題もそうですけれども、継続的
に何か生涯学習の情報発信をしている場があれば、この素案なども、そこに将来載せるこ
ともできるんじゃないかなと思っています。
【会長】　　ありがとうございました。
【専門委員】　　　　２つあるんですけれども、１つは、再構成に関しては、やはり時間
的なこともありますので、３章、４章を突き合わせながらまとめていくという方向でいい
んじゃないかというふうに思います。
　もう一つは、事例の取り扱い方なんですが、私は、具体例を通して私たちが訴えたいこ
とは何かということが逆によくわかるので、何とか本文に残すほうでまとめたいなと個人
的には思っています。
　ただ、ちょっと細かいことになりますが、２点ほど、取り上げた事例について、若干意
見を述べたいんですが、１つは、６ぺージの「じゃおクラブ」すけれども、私もヒアリン
グでおもしろいと思ったんで、実は学生と一緒に、その後、訪ねていってお話を聞いたり
したんですが、メンバーの半分ぐらいは確かに地域社会の参加のきっかけになっているん
ですけれども、つまり、脱サラをしてとか、あるいは退職をして、どうしようかという人
たちにとっての新たな参加の場なんですが、既に発足して８年、９年たっていますので、
多分、メンバーに参加のきっかけの事例として紹介してあったら、むっとする人もいると
思うんですね。かなり参画まで踏み込んだこともやっていると思いますので、何かここの
説明をもう少し工夫したほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。
　と同時に、これは横浜の事例ですので、すべての人ですから、横浜だから排除するとい
う意味で言っているんじゃないんですが、これを取り上げるということは、じゃ、東京に
は同じのがないのかということにもなっちゃいますので、東京にも同じようなものがある
ということを一、二行つけ加えてもいいかなという印象を持ちました。
　同じことが、もう一つが、１７ぺージの下の東京都生涯学習センターなんですが、ここ
での説明は、囲みの中の説明はほとんど情報提供について書かれていまして、相談機能の
中にここの位置づけというのはよくわからないんですね。もし情報提供ということを強調
するんであれば、相談機能の③じゃなくて、もっと前の①のところでいいと思いますし、
あるいは相談機能ということを強調したくて、ここに入れるのであれば、相談機能のこと
をもうちょっと書いたほうがいいかなと思います。
　ちょっと細かくなりましたけど。
【会長】　　ありがとうございました。
　情報提供との関連でいろいろご意見がありましたけれども、ただいままとめました素案
を、意見は全部テークノートしておりますので、これは後ほどまた反映することにいたし
まして、情報提供する場合の素案としては、これをもとにしてやっていいかということを
確認いたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
　　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり）
【会長】　　一応それでお願いいたします。
　辛委員から何か出ておりますので、ひとつご提案の趣旨を。
【委員】　　簡単に申し上げます。
　私、この審議会の委員の話が来たときに、こういう質問をしました。ここでやったもの
が、後で何が形になって、それはどういうふうになったのかというものを教えてくれるの
かというふうに聞きました。そうしたら、その時にご回答いただいたのは、それを伝える
義務はないというふうに都のほうから言われました。つまり、言ったら言いっ放しで、後
どうなったかわからないという状況じゃ、これじゃ、例えば微々たる金額をいただいてや
ったとしても、何の甲斐もないなという感じがするんですね。言って終わりというのは、
何か意味がないんじゃないかと。結局どうなったのかということが、やったからには知り
たいというふうに思いました。
　と同時に、今までこういうのをやっていて、明らかにほとんど人が来てないプログラム



があったりとか、もう時代とちょっと違うんじゃないかなというプログラムがあったりと
か、生涯学習のいろんなプログラムを見ていて思うわけですね。じゃ、実際にそれをだれ
がどういう形で評価をし、そして、なるべく短時間に、よりいいもののほうに変えていく
って変な言い方ですね、例えばこれをちょっと足したらどうだ、これはこういうふうにし
たらどうだといったものは、どういうふうに決めているのかなというと、何となくそこら
辺が見えなかったんですね。
　もし制度として組むのであるならば、オンブズマン制度という言葉は非常に刺激的だっ
たような感じがしますけれども、実際にそれがどのように運営されていて、じゃ、それは
どういうふうに評価されているのかといったら、おそらく参加した人数か何かで評価され
ているんですよね。来た人たちの感想文ですよね。そうではなくて、きちんと自分たちの
やったものがほんとうに根づいているのかどうなのか。何を足していけばいいのかといっ
たものをチェックできるようなシステムも一緒にあわせてやっていかないと、それこそ私
は税金のむだ遣いだと思うんですね。
　それをやるのは、既存の組織の中にいる人たちにお願いするということももちろん考え
られると思います。ただ、私は、民主主義というのは３つの柱で成り立ったほうがいいと
思うんですね。１つは選挙です。１つは多数決です。もう一つは抽選です。この抽選とい
う考え方を入れて、一般市民の人たち、はっきり言います、だれでもいいんです。だれで
もいいから、その人たちに積極的にそこに参加して見てもらって、あ、自分たちが参加し
たいと。楽しかった、良かったと思うものなのか、いや、こういうふうにしてくれたらも
っといいなというものを積極的に意見を取り入れていくシステムを私はつくるべきだと思
っています。
　それで、ここに書いたものを提案させていただきました。
　提案の具体的な事例については、別にこれでなければいけないということではなくて、
例えば一つの例として、一般の人たちのカテゴリーは何でもいいと。自分が失業中であっ
てもいいし、留学生であってもいいし、主婦でもいいし、評論家であってもいいし、ボラ
ンティアの経験者であってもいいし、それは何でもいいわけです。自分は東京都に何らか
の形で関係している人が、応募をかけて、そして抽選で選ばれて、そして幾つかのものを
年間の間で見に行って、その人たちの意見をきちんと反映していくというような形をやら
ないと、垂れ流しのような形で終わってしまうのは残念だと思っています。それで、これ
を提案させていただきました。
　もう一つ、窓口緩和というのが書いてありますが、これは、ごめんなさい、皆様のお手
元の生涯学習への提案の裏のほうにあります。私は、住民票のあるところでしか受けられ
ないサービスが多過ぎると思います。人の生き方というのは、そのエリアだけで生きてい
るだけではなくて、移動していきます。ということは、少なくとも東京都は東京都の中だ
けでは、自分の住民票が世田谷にあっても、たまたま自分が娘や子供のところに行ったと
きに、それが足立だったり、墨田区だったりしたら、そこでまた高齢者のサービスが受け
られるとか、あらゆるサービスが受けられるというような、教育もそうです。そういった
形で、その意味でのバリアフリーというのもやるべきだと思うんですね。私は自分の体験
として、東京ぐらいの規模だったら、かなりおもしろいことができると思っています。
　この２つをあえて追加して提案させていただきます。
【会長】　　ありがとうございました。
　委員、さっきご発言があったんでしょうか。
【委員】　　　　これについて言いますと、この提案そのものについては、私は反対でも
賛成でも、その点はまだ白紙なんですね。ただ、この間、専門部会に出されてきたときは
、東京における社会参加の生涯学習、この討議の中にこれを加えてくれという話が出てき
たもので、これはちょっと違うだろうと。今、東京における社会参加の生涯学習というと
ころは、生涯学習政策のごく一部ですよね。ごく一部に絞って、この提言をまとめようと
しているときだから、むしろこれは並列するものだと、もしやるとすればね。だから、こ
の中で包含してしまうものではなかろうということで別立てにすべきだという考え方をし
たんですね。
　それはさらに、今お話を聞いていると、窓口緩和についてもそうで、ここまでいくと、
これは生涯学習というよりも、行政全般に対する提言というふうに私は理解するので、仮
にこれをやるとすれば、今、３期ですか。４期の審議会にかけるのか、或いは別の組織に
かけるのかというのは別にして、１のほうについては、少なくとも４期、次の期で検討す
るほうが、より具体的ではなかろうかというふうに思っています。
【委員】　　ならば、検討課題という形で出てきたけれども、処理できなかったものの
一覧として追加して入れておいていただきたいと思います。
【委員】　　そうですね。それで、今の辛さんのお話は僕は大変よくわかるんで、例
えば２期にも私、参加したんですけれども、２期で、大学の科目等履修生制度を使ってカ
ルチャーセンターの講座にも単位をつけられないかという議論が出て、そのことは審議会
の提言だったと思いますけれども、中に入っています。入っていますが、これについて、
その後、どこが動いたという話は全く聞かないわけですね。おそらく動けないというのが
ほんとのところだと思うんですけれども、そういう事例というのは１、２だけじゃなくて
、ほかにもあると思いますから、そういう提言したものがどうなったんだというあたりは
必要だという点については、　さんと全く同意見です。
【委員】　　　　私も２期から参加して思っているんですけれども、２期で論議して取り
まとめた結論があるわけですが、その後、どういう具体的な状況に推移しているのか、或
いは問題点がどういうふうに山積しているのか、どういう効果があるのかということは検
証されないわけですね。ですから、私もこの会の中で言ったんですけれども、そういった
チェック機能みたいなのがどこかで必要なんじゃないでしょうかと。オンブズマン制度が
いいのか、それに近いような制度がいいのか、ちょっとわからないんですけれども、これ
に類するような制度は必要なんだろうと。
　これ、かなり具体的なものですから、専門部会が結構しびれちゃったんじゃないかなと
思うんですけれども、しかし、これは重要な課題として、これから生涯学習審議会を続け
ていく、あるいは具体的に展開していく場合は、これに類するような制度を私は必要だと
思いますので、ぜひそれは検討課題というか、できれば若干でも今期の中の課題としては
組み入れていただきたいと思います。



【委員】　　　　その関連で事務局にちょっとお尋ねしたいんですけれども、この提案の
中で、生涯学習オンブズマンは、東京都生涯学習審議会の直属機関とするというんですけ
れども、私の理解していたのは、生涯学習審議会のメンバーというのは、１期、２期、３
期と変わっていくわけですね。そういう意味で、常設機関なのか、それとも期ごとに立ち
上がって消えていくものなのか、どっちなんでしょうか。
【振興計画課長】　　もともと法律上は、置くことができると。都道府県に置くことがで
きるという形で、東京都は、それを置くというふうに断定していますので、通常、期ごと
に区切りありますけれども、ある程度継続的に置いていくという考え方だと思います。
【委員】　　いや、置いてあるのはわかるんですけれども、例えば常設機関であれば
、１期のものは２期を引き継ぐし、２期は３期を引き継ぎますよね。それから、常設じゃ
なくて、それぞれの立ち上げというんだとすれば、それは必ずしも引き継がない。その中
でオンブズマン制度を仮に直属機関とするということになると、常設じゃなければいけな
いですね。そうじゃないと、オンブズマンがいて、直属機関がなくなっちゃうということ
もありますから、その辺の関連はどうなんでしょう。
【振興計画課長】　　そういった意味では期ごとには区切れるかなと思いますね。
【会長】　　　　常設ではないでしょう。その都度置くわけなんで。ですから、テーマが
あれば諮問するし。そういう常設の機関ではない。ですから、我々が次の審議会にこれを
送るということは、審議会としてはちょっと越権だと思うんですね。そういう議論があっ
たということは何らかの形で残すといたしましても、これを次の審議会でやれということ
はできないと思うんですね。
　ただ、今までいろいろな意見がありましたから、そういうものを何らかの形で、例えば
議事録は、これは公的には、今、インターネットで公開しておりますから、議事録は公開
してありますし、そういう形で残しておくということは可能だと思いますね。
　ただ、審議会のレポートとして、それを次の審議会に残すということはできないので、
もしやるとすれば、都に対して、こうしてほしいというふうに我々の審議会の中で提案し
なければいけないと思います。
【委員】　　　　先ほど社会教育委員の位置づけで、これにとってかわるような形を提言
されたと思うんですけれども、私は、社会教育委員とまたちょっと違うんじゃないかと。
ここで必要なのは、市民の目線で見れるというか、チェックできる、そういうことが必要
だろうというふうに思うんですよ。ですから、そこいら辺の機能が何らかの形でできるよ
うなことを、できれば意見の中で入れていただくとありがたいなというふうに思うんです
よね。
【部会長】　　そうではなくて、生涯学習オンブズマン制度の創設そのものについて
は言及しませんでしたけれども、ここで提案されているご趣旨を現行の制度の中で生かし
ていくためには、例えば社会教育委員の制度であるとか、社会教育関係団体の方々に、ま
さに市民ですから、そういう方たちに、機能として、活性化して、積極的に参画していた
だくということは、このご提案の趣旨に込められている一部であると思いますけれども、
反映することになるのではないかと申し上げたのであって、社会教育委員の方々に、この
ご提案の趣旨のオンブズマンの機能を担ってくださいというようなことは書いてありませ
んので、そこまでは専門部会としては踏み込めませんでした。
【委員】　　　　　　さんの言われている社会教育委員そのものに生涯学習オンブズマン
をやらせること自体が無理だろうと僕は思うんですね。というのは、社会教育というのは
、今の一般的な定義だけの話ですけど、生涯学習の中に包含される一部ですよね。一部を
持っている委員に生涯学習のオンブズマンを、仮にオンブズマンじゃなくても、そういう
性格のものに仕事をやらせるというのは無理がありますから、もし考えるとすれば、別立
てに考えなきゃいけないんだろうし、ただ、社会教育委員をあそこに入れようということ
については、　　部会長と私の理解がちょっと違っていまして、専門部会で社会教育委員
の活性化というか、活用というのが提案されたのは、今の社会参加のための生涯学習、こ
れをやっていく上で、今ある社会教育委員制度というか、社会教育委員の人たちにもっと
働いてもらおうじゃないかという趣旨で提案があったと僕は理解しております。
　ですから、今のオンブズマンのための社会教育委員の活性化みたいなことは僕は考えて
いなかったんですね。
【部会長】　　　　おっしゃるとおりです。ただ、私は議論の流れからして、このご提案
について皆さんと議論をした結果、改めてもう一つ、現在の制度を見直してみれば、補強
すべきところがあるという文脈で流れてきたと思いますので、このご提案の影響はあると
いうふうに、座を仕切る者として判断したのであって、おっしゃるとおり、直接的に結び
ついたご提案であったかどうかというと、阿部さんのご理解のとおりだと思います。
【委員】　　よくわかりました。
【会長】　　いろいろ貴重なご意見をいただきましたが、時間が過ぎましたので、い
ただいたご意見の取り扱いにつきましては、私と部会長に一任させていただきたいと思い
ますが、よろしゅうございますか。
　　　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり）
【会長】　　先ほどご確認いただきましたように、情報提供する材料としては、今、
皆様方にお配りしたものをそのまま出すということでひとつご了解をいただきたいと思い
ます。
　それでは、次に、前回の拡大専門委員会でご了解いただきましたように、今回ご審議い
ただきました提案に向けた素案を都民に情報提供したり、あるいは関係団体からご意見を
いただくことにつきまして、今確認させていただきましたが、事務局から、その方法につ
いて説明をしていただきたいと思います。
【振興計画課長】　　それでは、今後のスケジュールについてご説明申し上げます。
　まず、次回は４月２８日、金曜日、午前１０時から１２時まで。
【会長】　　その前に、具体的な提供方法。
【振興計画課長】　　それでは、提供方法についてご説明します。
　まず、具体的な提供方法でございますが、教育庁のホームページに載せます。それから
、冊子にして関係機関に配布をする。こういうことを考えております。
　また、冊子の提供先につきましては、区市町村の生涯学習担当課、それから、都や区市
の生涯学習センターなどを考えております。



　以上でございます。
 【会長】　　このことにつきまして、ご意見ございますか。     よろしいですか。
　それでは、本日いただきましたご意見を踏まえて、改めて提言に向けた素案を私と部会
長とで調整いたしまして、皆様方にまたお配りしたいと思います。
　今後のスケジュールにつきまして、事務局からご説明願います。
【振興計画課長】　　スケジュールについてご説明いたします。
　次回、４月２８日、金曜日、午前１０時から１２時まで。これは第１２回の拡大専門部
会ということで予定しております。これは、建議案を最終的にまとめていただく、そうい
う専門部会でございます。この場では、本日お配りした「提言に向けた素案」では、各文
章の文章の先頭に○がついておりますけれども、○をとった、そういう文章でもって、こ
の辺をお配りしたいというふうに考えております。
　続きまして、５月２６日、金曜日、午前１０時から１２時まで。これは、第８回、最後
の全体会を予定しております。ここでは、教育委員会に建議をしていただく、そういう全
体会でございます。
　スケジュールは以上でございます。
【部会長】　　　　専門部会長としてお願いしたいんですが、今日お持ちいただきました
ものに関しまして、都民の方と同じように、皆様にも、今日ご発言になれなかったお気づ
きの点があるかと思うんですね。それを同じように、時期を同じくしてお寄せいただきま
せんと、４月２８日の拡大専門部会で、またかなり構成を変わるようなご意見をいただき
ますと、ちょっと力に限界があるかと思いますので、その辺の事情をお酌み取りいただき
まして、早目にご意見をいただきましたら、会長と私とで、できる限り酌み取って反映を
させていただいたものを４月２８日にはお出しできると思うんですね。それを重ねてよろ
しくお願いいたします。
【会長】　　それをよろしくお願いいたします。
　４月２８日午前１０時から１２時まで、これは拡大専門委員会。５月２６日の金曜日、
午前１０時から１２時まで。これは最終回建議をする場合の全体会でございますので、ご
予定をお願いいたします。
　不手際がありまして時間がほんとうに過ぎまして申しわけありません。
　以上をもちまして、本日の第７回の東京都生涯学習審議会全体会を終わらせていただき
ます。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　午後３時４７分　終了


